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ザ
イ
ン
の
山
田
歩
美
さ
ん
は
、

「
Z
o
o
m
の
会
議
に
す
で
に

参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
方
が
多

く
、
自
分
で
会
議
を
主
催
す
る

方
法
を
教
え
て
欲
し
い
と
い
う

声
も
あ
り
、
年
代
を
問
わ
ず

Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
浸
透
し
は
じ
め
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
」
と
話
し

ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
受
講
後
、

町
内
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
立
ち

上
げ
に
向
け
て
動
き
は
じ
め
た

町
内
会
も
あ
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
当
日
参
加
で
き
な
か
っ
た

方
も
ぜ
ひ
左
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
町
内
会
は
人
と
人
と
の
つ

な
が
り
で
成
り
立
つ
組
織
で

す
が
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て

は
、
昔
な
が
ら
の
ア
ナ
ロ
グ
な

方
法
か
ら
便
利
な
最
新
ツ
ー
ル

の
活
用
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
に
と
っ
て
一
番
良
い
手
法
を

地
域
の
皆
さ
ん
に
考
え
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用

も
数
あ
る
手
法
の
一
つ
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
地
域
の
活
性
化
に
お

役
立
て
く
だ
さ
い
。

　

千
歳
市
町
内
会
連
合
会

は
、
１
月
22
日
に
、
市
内
の

町
内
会
・
自
治
会
の
会
員
を

対
象
と
し
た
《
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

基
礎
セ
ミ
ナ
ー
》
を
開
催

し
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
に

は
、
14
人
が
参
加
し
、
実

際
に
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し

て
、
メ
ー
ル
の
利
用
方
法
や
、

Z
o
o
m
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ

ン
会
議
体
験
、
町
内
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
方
法
の
確

認
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
Ｉ

Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
電
子
回

覧
板
な
ど
、
会
員
同
士
の
接

触
を
減
ら
し
つ
つ
、
従
来
ど

お
り
の
情
報
共
有
が
で
き
る

方
法
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
の

町
内
会
で
の
有
効
活
用
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ

ン
に
親
し
み
が
あ
る
若
い
世

代
や
、
仕
事
が
忙
し
く
て
時

間
が
確
保
で
き
な
い
現
役
世

代
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
が
進

む
ほ
ど
、
町
内
会
へ
の
参
画

が
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

セ
ミ
ナ
ー
の
講
師
を
務
め

た
㈲
谷
川
企
画
ク
リ
ア
デ

ICT 活用

基礎セミナー

開催しました！

研修資料

　

《第１１次千歳市交通安全計画（素案）》への意見を募集します
パブリック
コメント

【千歳市交通安全計画とは】
本計画は、交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）にもとづき、昭和 46 年以降、10 次にわたって策定し
ている交通安全計画であり、本市の交通事故状況などから対策が必要と考えられる交通安全に関する施策の大綱をま
とめています。市内の道路交通事故（人身）による負傷者は毎年 200 人前後と、依然として事故の発生は続いており、
交通事故そのものを減少させなければなりません。究極の目標である「交通事故のない社会」を達成するために、本
計画を策定し、行政や関係団体、市民が一体となって継続的に推進します。

【計画期間】　
　令和３年度から令和７年度まで

【募集期間】
　令和４年３月２日～３月22日

【公表場所】
　市役所本庁舎１階（市政情報コーナー・市民ホール）、
　総合福祉センター、北ガス文化ホール、図書館、公民館、
　ミナクール、各コミセン、各支所、市ホームページ

【意見の提出方法】
　各公表場所または市ホームページで入手した意見書（市
　指定用紙）に必要事項を記入し、意見箱に投入するか、
　住所、氏名（法人は事業所名）、電話番号を明記の上
　郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出（氏名などが無記入の
　ものは意見として取り扱いません。）

【提出先】
　〒 066-8686　
　東雲町２丁目 34　第２庁舎２階９　　
　千歳市 市民環境部 市民生活課防犯・交通安全係　　
　(（24）０２６３　ＦＡＸ（２７）３７４３　
　Ｅメール shiminseikatsu@city.chitose.lg.jp

基本理念
■交通事故のない社会をめざして
■人優先の交通安全思想
■高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築

重点課題
■高齢化社会を踏まえた総合的な対策　■飲酒運転の根絶
■スピードダウン　■踏切道における交通安全対策
■自転車の安全利用　■冬季に係る陸上交通の安全
■生活道路における安全確保　■シートベルトの全席着用
■鉄道交通における安全対策

めざす目標
【道路の交通安全】　
　年間の 24時間交通事故死者数をゼロとする
【鉄道交通の安全】
　乗客の死者数ゼロをめざす
　運転事故全体の死者数減少をめざす
【踏切道における交通の安全】
　踏切事故の発生を極力防止する


